
姫路ケーブルテレビ基本利用料減免申請書 

 

平成  年  月  日 

姫路ケーブルテレビ株式会社 様 

 

私は姫路ケーブルテレビ基本利用料の減免基準に該当するので、申請します。 

なお、減免基準に該当する事由が消滅したときは、直ちにその旨を届けます。 

また、上郡町長が該当事由の証明のため必要な確認調査を行なうこと、及び上記消滅の届

出までの間、姫路ケーブルテレビ株式会社が行なう該当事由の存続確認内容を姫路ケーブ

ルテレビ株式会社へ回答することに同意します。 

契約者氏名 フリガナ 

 

 

 

住 所 〒  ‐    

 

 

電話番号 （     ）   － 

世帯員数                       名 

加入者番号  

減免基準に該当する事由（該当番号に○をつけてください。） 

以下のいずれかに該当する契約者が、住民基本台帳法にいう世帯主である場合 

（１）（公的扶助受給者） 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）に規定する扶助、らい予防法の廃止に関する法律（平成８年法律第 28 号）

に規定する援護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成 6 年法

律第 30号）に規定する支援給付を受けている者が締結する契約。 

（２）（市町村民税非課税の障がい者） 

下記の障がい者を構成員とする世帯で、その構成員の全員が市町村民税（特別区民税を含む。）非課税の措置を受

けている場合、当該世帯の構成員のいずれかの者がその住居に受信機を設置して締結する契約 

（身体障がい者） 

身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）に規定する身体障害者手帳を所持する身体障がい者。 

（知的障がい者） 

所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）または地方税法（昭和 25 年法律第 226号）に規定する障がい者のうち、

児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障がい者と判定

された者。 

（精神障がい者） 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）に規定する精神障害者保健福祉手帳を

所持する精神障がい者。 

 

手帳番号  

上記の者が減免基準に該当することを証明します。 

                           平成  年   月   日 

    

 

上郡町長                  印 

印 


